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栃木県職業能力開発協会職員採用試験を次のとおり行います。 

１ 職種、採用予定人員等 
 

職 種 採用予定人員 勤務場所及び業務内容 

事 務 １名 当協会に勤務し、一般事務等に従事(業務内容については９を参照) 

 

２ 受 験 資 格 

   次の(1)から(3)のすべてに該当する者 

(1) 昭和３８(1963)年４月２日以降に生まれた日本国籍を有する者 

＊当協会の就業規則により満60歳を定年と定めているため、年齢制限をしています。 

(2) 次の①及び②のいずれにも該当しない者 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

② 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(3) 普通自動車免許を有する者 

 

３ 試験の日時・場所 及び 合格者発表 

区 分 日  時 場  所 合 格 者 発 表              

第１次 

試 験 

令和４年２月２２日（火） 

・受  付  8：50 ～  9：25 

・説  明  9：30 ～ 10：00 

・能力試験 10：00 ～ 12：00 

栃木県庁舎西別館 

宇都宮市昭和1-3-10 

２月２５日(金)午前１０時

に栃木県庁舎西別館の玄関

に掲示するほか、合格者に

通知します。 

第２次 

試 験 

令和４年３月８日（火） 

・受  付  9：00 ～  9：20 

*第２次試験受検者は、第１次

試験の合格者となります。 

栃木県庁舎西別館 

宇都宮市昭和1-3-10 

３月１０日(木)に２次試験

受験者全員に合否を通知し

ます。 

 
   （試験に関する注意事項）  

(1) 試験会場には受験者用の駐車場がありませんので、公共交通機関を利用ください。 

(2) 各試験には、筆記用具（HB以上の濃い鉛筆、消しゴム）を持参ください。 

(3) 受付時間に遅れた場合は受検できません。ただし、鉄道の遅れ等により、やむを得ず会場への

到着が遅れる場合には、電話連絡をしてください。 

（これ以外の理由による電話連絡はご遠慮ください。）電話：028-643-7002 

(4) 試験実施に影響のある地震・災害・鉄道の遅れ等により、試験日程等を急遽変更する場合は受

検者本人宛に電話により連絡いたします。 

 



（新型コロナウイルス感染症への対応） 

感染拡大防止のため、受験される方は以下の点に留意してください。 

(1) 試験当日は、必ずマスクを着用してください。 

(2) 次に該当される方は他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えていただくようお願

いします。なお、その際に追試験は実施いたしません。 

① 新型コロナウイルス感染症などに罹患し治癒していない方 

② 保健所から「濃厚接触者」として自宅待機を要請されている方 

③ 試験当日までに37.5度以上の発熱や咳、風邪症状が続いている方 

(3) 試験当日、会場において検温を実施しますので、余裕をもってお越しください。なお、検温し

ない受験者及び計測の結果37.5度以上の熱がある方は受検できません。 

(4) 当日、試験会場にアルコール手指消毒薬を設置しますので、消毒の後に入室ください。 

(5) 試験会場は、換気のため、試験中も適宜、窓やドアを開放します。室温の高低に対応できるよ

う服装には注意してください。 

 

４ 試験の種目及び内容 

区 分 種 目 内    容 

第１次 

試 験 
能力試験 職員として必要な一能力について、択一式による筆記試験を行います。 

第２次 

試  験 
面接試験 人物などについて、個別面接による試験を行います。 

資  格  調  査 受検資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。 

 
   

５ 採  用 

     最終合格者は、令和４年４月１日採用予定です。ただし、採用の日から３ケ月間は、条件付き採用

となります。なお、採用に関する手続きについては後日通知します。 

 

  ６ 給 与 等 

当協会の給与規程に基づき、初任給（給料）を決定します。現行の初任給の基準は、本給（月額）

が高校卒業者で154,900円、大学卒業者で188,700円であり、学歴及び経験等を考慮の上で決定します

。このほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等がそれぞ

れの条件に応じて支給されます。また、勤務日は、原則として、月曜日から金曜日の８時３０分から

１７時１５分（休憩１時間）となります。 

 

  ７ 受験手続 

申 込 先          

  栃木県職業能力開発協会 

    〒320－0032 栃木県宇都宮市昭和１－３－１０ 栃木県庁舎西別館  

                 電話番号 ０２８（６４３）７００２ 



申込方法 
 

応募書類 

（申込方法） 

・応募書類を当協会に直接持参、又は郵送してください。 

〇 協会に持参の場合 

平日の午前８時３０分から午後５時まで 

 （ ＊ 土・日・祝日は受付しませんので注意してください。） 

〇 郵送で申込の場合 

令和４年２月１６日（水）までに必着したもののみ受け付けます。 

封筒の表に「採用受検申込」と朱書し、「簡易書留」により郵送してくださ

い。 

 

（応募書類） 

・履歴書（市販のＡ４又はＡ３版で写真添付のものに限ります。また、緊急時の連

絡先・志望の動機・自己の性格を必ず記入ください。） 

・受験申込者本人宛の「郵便番号・住所・氏名」を表に記載した返信用封筒（返信

用封筒は、選考の結果、不合格となられた受験者に応募書類を返送するためのもの

ですので、書類を同封できる大きさとしてください。） 

受付期間          令和４年２月７日（月）～ ２月１６日（水） （必着） 

    
  ８ 試験結果の簡易開示 

試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。開示を希望する場合は、事前に電

話予約をし、受験者本人が顔写真付きの身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、学生証等）

を持参の上、下記期間内の土・日・祝日を除く９時から１７時までの間に当協会までおいでください

＊個人情報保護のため電話、はがきによる開示請求はできません。 

開示請求できる人 開示期間 開示する内容 

第１次試験不合格者 第１次合格発表の日から1ヶ月間 総合得点及び総合順位 

第２次試験受験者 最終合格者発表の日から1ヶ月間 総合得点及び総合順位 

 

９ 協会の概要     

当協会は、職業能力開発促進法に基づき設置された法人で、昭和５４年４月２日の設立以降、栃

木県内における会員・企業等の職業能力の開発及び技能の向上を目的として設置された公共的な団

体です。主な事業として、技能検定の推進・職業能力開発の推進、技能五輪の推進、職業訓練のた

めの各種研修会の開催等を行っています。 

（詳しくは、協会ホームページ(http://www.tochi-vada.or.jp/)からもご覧いただけます。） 
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